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例えば、親から子が欠損等法人の株式を取得した場合に、法人税法 57 条の２（特定株主等によつて支配された欠損等法人

の欠損金の繰越の不適用）の規定が適用されるのか否かということについて考えてみましょう。  

 

 法人税法 57 条の２第 1 項各号列記以外の部分は、次のとおりとなっています。  

「 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係（当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資（自己が有

する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保

有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。）を有

することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日（以下この項において「支配日」という。）の属する事業

年度（以下この項において「特定支配事業年度」という。）において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠

損金額（前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定

の適用があるものに限る。以下この条において同じ。）又は評価損資産（当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日に

おいて有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。）を有するもの（内

国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の

十第一項（特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）に規定する欠損等連結法人（以

下この条において「欠損等連結法人」という。）であつたものを含む。以下この条において「欠損等法人」という。）が、当該支配

日（当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号において「特定支配日」という。）以後五年

を経過した日の前日まで（当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人

の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為（第三号において「債務免除等」という。）があつたことその他政令で定

める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで）に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつ

た日（第四号に掲げる事由（同号に規定する適格合併に係る部分に限る。）に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の

前日。次項及び第三項において「該当日」という。）の属する事業年度（以下この条において「適用事業年度」という。）以後の各

事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用

しない。」  

 この「他の者」には、その「他の者｣が個人の場合であっても、その個人の親族等を含むものとはされていません。  

 

 このため、法人税法 57 条の２第 1 項は、例えば親から子が法人の株式を買い取ったようなケースであっても適用になる可

能性があるのではないかという疑問が湧いてきます。  

 

 しかし、結論を先に述べておくと、法人税法 57 条の２第 1 項の「当該他の者による特定支配関係」を一つと捉えるとすれば

（注）、「他の者」が個人の場合には、その個人の親族等を含めて「当該他の者による特定支配関係〔中略〕を有することとなつ

たもの」に該当するのか否かを判定することとなり、上記のようなケースであれば、それに当てはまらない、と解釈することが

できます。  

（注）｢当該｣という用語を用いて「他の者」を規定しているということは、「他の者」、「による」と「特定支配関係」という３つが独立

しているということを意味しますし、そもそも「･･･による･･･関係」という言い方が日本語として正しくない（「･･･による･･･支配」と



いう言い方は正しいが、「･･･による･･･関係」という言い方は正しくない）というような問題もありますので、厳密に言えば、上記

のような捉え方には、「他の者」は単独の用語として捉えて個人の親族等を含むものとはされていないと解すべきではないか

という疑問が残ることは否定できません。  

 これをもう少し詳しく説明しましょう。  

 

 法人税法 57 条の２第 1 項の「当該他の者による特定支配関係」は、括弧書きで「その他の政令で定める関係」とされていま

すが、この「その他の政令で定める関係」は、法人税法施行令 113 条の２（特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損

金の繰越しの不適用）の第 1 項において、次のように定められています。  

「 法第五十七条の二第一項（特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用）に規定する株式又は出

資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者（その者の組合関連者を含む。）と法人との間の当

該他の者による支配関係（当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。）とす

る。」  

 この「当該他の者による支配関係」という文言の中の「支配関係」とは、法人税法 2 条 12 号の７の５（支配関係の定義）にお

いて、次のように定義されています。  

「 支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資（当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発

行済株式等」という。）の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保

有する関係として政令で定める関係（以下この号において「当事者間の支配の関係」という。）又は一の者との間に当事者間の

支配の関係がある法人相互の関係をいう。」  

 この「政令で定める関係」とは、法人税法施行令 4 条の２第 1 項（支配関係）において、次のように定められています。  

「 法第二条第十二号の七の五（定義）に規定する政令で定める関係は、一の者（その者が個人である場合には、その者及びこれ

と前条第一項に規定する特殊の関係のある個人）が法人の発行済株式等（同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条

において同じ。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と

法人との間の関係（以下この項において「直接支配関係」という。）とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直

接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法

人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当

該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。」  

 このように、法人税法 57 条の２第 1 項の「他の者」に関しては、その「他の者」が個人の場合に親族等を含むものとはされて

いないわけですが、「当該他の者による特定支配関係」の定義を辿って行くと、法人税法施行令 4 条の２第 1 項に行き着き、

「他の者」については、親族等を含めて「当該他の者による特定支配関係〔中略〕を有することとなつたもの」に該当するのか否

かを判定する、と解釈することができることとなります。  

 

  


